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告   示 

奈良市告示第 157号 

 奈良市営住宅等随時入居者を次のとおり募集する。 

 令和 5年4月1日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 募集戸数 

 別紙のとおり 

2 申込手続 

(1) 入居申込受付期間及び受付場所 

令和 5年 4月 1日（土）から令和 6年 3月 31日（日）までの間。ただし、土日祝、令和 5年 12月 29日（金）

から令和 6年1月3日（水）までを除く。 

住宅課の窓口のみで受付する。 

 (2) 申込方法 

ア 入居申込書に必要事項を記入し、住宅課窓口へ提出する。 

イ 申込みは1世帯1通に限る。2通以上の申込みや、重複した申込みは無効となる。 

(3) 申込資格 

市営住宅 一般向 (ｱ)から(ｵ)までの全ての条件に該当する者が申し込むことができる。 

(ｱ) 現に同居し又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、募

集の翌月から 3 箇月以内に婚姻する予定の者又は配偶者に準ずる者として市長が認める者を含む。以下同

じ。）があること。単身者の申込みは、次の aから jまでのいずれかに該当する者に限り可能であるが、住

宅が限られる。 

なお、世帯を不自然に分割しての申込みや、今回入居の申込みをする者以外の者に扶養されている者が同

居する申込みはできない。 

ａ 60歳以上の者 

ｂ 身体障害のある者（障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第 15号）別表第5

号の1級から4級まで） 

ｃ 精神障害のある者（障害の程度が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和 25 年政令

第155号）第6条第3項に規定する1級から3級まで） 

ｄ 知的障害のある者（障害の程度が cに相当） 

ｅ 戦傷病者で、その障害の程度が、恩給法（大正 12年法律第48号）に規定する特別項症から第 6項症ま

で又は第1款症の者 

ｆ 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている者 

ｇ 生活保護を受けている者、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援を受けている者 

ｈ 海外からの引揚者で引き揚げた日から 5年を経過していない者 

ｉ ハンセン病療養所入所者等 

ｊ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成 13年法律第31号）の規定による一時 

保護、婦人保護施設における保護、児童福祉法（昭和22年法律第164号）の規定による母子生活支援施 

設における保護が終了した日から起算して 5年を経過していない者、裁判所がした命令の申立てを行った 

者で当該命令がその効力を生じた日から起算して 5年を経過していない者、婦人相談所等による配偶者か 

らの暴力の保護に関する証明書（配偶者暴力対応機関、行政機関又は関係機関と連携して DV被害者支援 

を行っている民間支援団体等が発行した配偶者からの暴力の被害を受けている旨を証明する書類を含む。） 

が発行されている者 

(ｲ) 奈良市営住宅条例（昭和 61年奈良市条例第14号）に定められた収入基準（基準月収額）以下であること。 

(ｳ) 奈良市内に住所又は勤務場所を有する者で、かつ、住宅に困窮していること。 

(ｴ) 奈良市内の市営住宅等に以前入居又は同居していた者は、家賃等の滞納及び家賃相当損害金等が未納でな

いこと、また、不正の行為による入居等、公営住宅法（昭和 26年法律第 193号）や奈良市営住宅条例等に
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違反したことがないこと。 

(ｵ) 現在、市営住宅等に入居又は同居していないこと。ただし、家賃等の滞納がなく、同居している者が婚姻

のため、新たに市営住宅等に入居を希望する場合は除く。（住宅課に届出なく市営住宅等に居住している場

合は、上記(ｴ)の不正の行為に該当する。） 

3 入居者の決定 

(1) 先着順により入居予定者を決定する。 

 (2) 入居予定者に決定された者の提出書類 

ア 住民票（市町村発行。提出日の 3箇月以内に発行されたもの。） 

家族全員、続柄記載のもの。現在、別の場所に居住している親族（婚姻予定者を含む。）が同居する場合は、双

方の住民票が必要である。 

※ ただし、現在奈良市内に居住している者については住民票の提出は不要とする。 

イ 所得に関する証明書（提出日の 3箇月以内に発行されたもの。） 

入居予定者及び同居予定者全員分の所得に関する証明書が必要である。 

(ｱ) 生活保護受給者以外の者 

ａ 最新年度の市県民税課税（又は非課税）証明書 

所得額、扶養人数、控除額記載のもの。ただし、aが奈良市から発行される者は提出不要。 

ｂ 雇用契約書及び給与明細の写し 

令和3年1月1日以降に就職又は転職した者については aのほか、雇用契約書及び給与明細の写しの提出

を求める場合がある。 

ｃ 退職証明書（勤務先発行）又は離職票 

令和3年1月1日以降に退職した者については a、転職した者については a及びbのほか、退職証明書又

は離職票の提出を求める場合がある。 

ｄ 収支明細書 

令和3年1月1日以降に事業を始めた者についてはａのほか、収支明細書の提出を求める場合がある。 

(ｲ) 生活保護受給者 

生活保護受給証明書（市町村発行） 

ウ 個人番号提供書（該当者のみ） 

入居予定者又は同居予定者が奈良市外に居住しており、奈良市において住民情報及び所得の状況を調査するこ

とに同意する場合、個人番号提供書が必要である。 

エ 賃貸借契約書の写し 

現在居住している住宅の家賃額と契約者名がわかる書類が必要である。現在、入居予定者及び同居予定者以外

の親族等が所有する住宅に居住している場合は、所有者が入居予定者及び同居予定者以外の親族等であること及

び家屋の所在地番（現住宅と一致すること。）が分かる書類が必要である。 

オ 現住所付近の略図及び現住居の間取り図 

現在、入居予定者と別の場所に居住している同居予定者がいる場合は、双方の略図及び間取り図が必要である。 

カ 戸籍謄本（該当者のみ。提出日の 3箇月以内に発行されたもの。） 

配偶者等がいないことを確認するために必要である。入居予定者と別の世帯で住民票を届出している場合は、

親族関係を確認するために必要である。（住民票上同一世帯の場合を除く。） 

キ 同居承諾書（該当者のみ） 

現在、入居予定者と別の場所に居住している同居予定者がいる場合は、同居承諾書が必要である。（様式は問

わないが、双方の自らの署名が必要である。） 

ク 各種控除に関する証明書（該当者のみ） 

入居予定者又は同居予定者に特別控除対象者がいる場合、特別控除対象者であることを証明する書類が必要で

ある。 

ケ 婚姻予約証明書（該当者のみ） 

婚姻予定者（募集月の翌月から 3箇月以内に結婚する者）は婚姻予約証明書に必要事項を記入し、自ら署名の

上、提出する。 

  コ パートナーシップ宣誓書受領証等（該当者のみ） 
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   奈良市パートナーシップ宣誓制度に登録している者は、パートナーシップ宣誓書受領証又はパートナーシップ 

宣誓書受領証カードを提示し、パートナーシップ宣誓登録簿の状況照会に関する同意書に必要事項を記入し、

自ら署名の上、提出する。 

サ 在職証明書（該当者のみ。提出日の約 2週間以内に発行されたもの。） 

入居予定者が奈良市以外に居住している場合は、奈良市に勤務場所（常勤）があることを確認するため必要で

ある。 

シ その他の書類 

必要に応じ、上記以外の書類等を求めることがある。 

(3) 入居資格審査 

ア 入居予定者が提出した書類により、入居資格審査を行う。なお、この審査により入居資格がないことが判明

した場合、失格とする。 

イ 入居資格審査に係る書類が期間内に提出されない場合、申込みを無効とする。 

(4) 入居決定 

ア 入居予定者について実態調査を行った上、入居者を決定する。なお、実態調査の結果と入居申込書及び提出

書類の内容が事実と相違していた場合は失格とする。 

イ 入居者は、指定入居日までに住宅敷金（本来家賃の 3箇月分）、駐車場敷金（駐車場使用料の 3箇月分。駐

車場使用申込者のみ。）、入居月の家賃及び共益費（該当する住宅のみ）並びに駐車場使用料（駐車場使用申込

者のみ）を納付する。 

ウ 入居者は、入居者及び連帯保証人の実印を押印した請書等を提出する。提出がない場合は、入居を延期し、

又は入居決定を取り消す場合がある。 

4 その他 

(1) 入居申込書及び提出書類は返却しない。 

(2) 集合住宅については、家賃とは別に月々共益費等の負担が必要である。 

別紙省略 

（令和 5年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 158号 

予防接種法 (昭和23年法律第 68号) 第5条の規定による予防接種を行うので､ 予防接種法施行令 (昭和23年政

令第197号) 第5条の規定により､ 次のとおり公告する｡  

令和 5年4月1日  

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 予防接種の種類､ 予防接種の対象者の範囲並びに予防接種を行う期間及び場所  

予防接種の種類  予防接種の対象者の範囲  予防接種を行う期間  予防接種を行う場所  

ジフテリア･百日せき･ポ

リオ･破傷風(4種混合)  

生後 2 か月から生後 90 か

月に至るまでの間にある者  

令和5年4月1日から 

令和6年3月31日まで  

別紙 1のとおり  

ジフテリア･破傷風 (二

種混合)  

11歳以上13歳未満の者    

麻しん･風しん(MR)､ 麻

しんまたは風しん  

1 生後12か月から生後24

か月に至るまでの間にあ

る者  

2 5歳以上7歳未満の者で

あって、小学校就学の始

期に達する日の 1年前の

日から当該始期に達する

日の前日までの間にある

者  

  

 3 昭和37年4月2日から  厚生労働省ホームペー 
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  昭和54年4月1日まで 

 に生まれた男性 

 ジによる 

   

日本脳炎 1 生後 6 か月から生後 90

か月に至るまでの間にあ

る者  

2 9歳以上13歳未満の者  

＜特例＞  

･ 平成 7年 4月 2日以降に

生まれた 7歳 6か月以上

20歳未満の者 

別紙 1のとおり  

結核 (BCG)  1 歳に至るまでの間にある

者  

ヒブ感染症  生後 2 か月から生後 60 か

月に至るまでの間にある者  

小児肺炎球菌感染症  生後 2 か月から生後 60 か

月に至るまでの間にある者  

ヒトパピローマウイルス

感染症  

12 歳となる日の属する年

度の初日から 16 歳となる

日の属する年度の末日まで

の間にある女子  

＜キャッチアップ接種＞平

成9年4月2日から平成19

年4月1日生まれの女子で、

3 回接種が完了していない

者 

水痘  生後 12か月から生後 36か

月に至るまでの間にある者  

B型肝炎  1 歳に至るまでの間にある

者  

ロタウイルス感染症 <経口弱毒性ヒトロタウイ

ルスワクチン>出生6週0日

後から出生 24 週 0 日後ま

での間にある者 

<五価経口弱毒性ロタウイ

ルスワクチン>出生6週0日

後から出生 32 週 0 日後ま

での間にある者 

成人用肺炎球菌感染症  65歳の者及び 60歳以上 65

歳未満の者であって心臓､ 

腎臓若しくは呼吸器の機能

の障害を有するものとして

厚生労働省令で定める者  

別紙 2のとおり 

2 接種不適当者  

(1) 明らかな発熱 (37.5度以上) を呈している者  

(2) 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者  

(3) 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によって､ アナフィラキシー (即時型アレルギーのなかで最も迅速

な過敏反応) を呈したことが明らかな者  
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(4) 麻しん及び風しんの予防接種の対象者にあっては､ 妊娠していることが明らかな者  

(5) 風しん予防接種の対象者3にあっては､ 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防 

接種を行う必要がないと認められるもの及び風しんに係る抗体検査を受けた結果､ 十分な量の風しんの抗体が

あることが判明し､ 定期の予防接種を行う必要がないと認められる者 

(6) BCG接種の対象者にあっては､ 結核その他の疾病の予防接種､ 外傷等によるケロイドの認められる者  

(7) B型肝炎に係る予防接種の対象者にあっては､ HBs抗原陽性の者の胎内又は産道において B型肝炎ウイルスに

感染したおそれのある者であって､ 抗 HBs人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降 B型肝炎ワクチンの投

与を受けたことのある者  

(8) ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、腸重積症の既往歴のあることが明らかな者、先天性

消化管障害を有する者（その治療が完了したものを除く。）、重症複合免疫不全症の所見が認められる者 

(9) 肺炎球菌感染症 (高齢者がかかるものに限る｡) に係る予防接種の対象者にあっては､ 当該疾病にかかる法第

5条第1項の規定による予防接種を受けたことのある者  

(10) 前各号に掲げる者のほか､ 予防接種を行うことが不適当な状態にある者  

3 接種要注意者  

(1) 心臓血管系疾患､ 腎臓疾患､ 肝臓疾患､ 血液疾患､ 発育障害等の基礎疾患を有する者  

(2) 予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがあ 

る者  

(3) 接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある者  

(4) 過去にけいれんの既往のある者  

(5) 過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者  

(6) BCGについては､ 過去に結核患者との長期の接触がある者その他の結核感染の疑いのある者  

(7) ロタウイルス感染症に係る予防接種対象者については､ 活動性胃腸疾患や下痢等の胃腸障害のある者 

4 料金  

(1) 成人用23価肺炎球菌感染症予防接種については､ 自己負担金 3,000円  

(2) それ以外の予防接種については､ 無料  

(3) 接種当日に､ 奈良市に住民登録がない者や予防接種の対象者の範囲に含まれない者は有料 (全額負担)  

5 長期療養者 

長期にわたり療養を必要とする疾病で､ 厚生労働省令で定めるものにかかったこと､ その他の厚生労働省令で定 

める特別の事情があることにより、ロタウイルス感染症を除く当該特定疾病に係る予防接種法第 5条第1項に規定す

る予防接種を受けることができなくなったと認められる者については､ 当該特別の事情がなくなった日から起算し

て2年､ 成人用肺炎球菌感染症については 1年を経過する日までの間 (厚生労働省令で定める特定疾病にあっては､ 

厚生労働省令で定める年齢に達するまでの間にある場合に限る｡)､ 当該特定疾病に係る同項の政令で定める者とす

ること｡ (予防接種法施行令第3条第2項関係)  

6 その他  

不明な点については､ 健康医療部健康増進課に問い合わせること｡  
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（令和 5年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 159号 

 固定資産課税台帳に登録すべき令和 5年度の固定資産の価格等の全てを登録したので、地方税法（昭和 25年法律

第226号）第411条第2項の規定により公示する。 

 令和 5年4月1日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

（令和 5年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 160号 

 災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 49条の 6第 1項及び第 49条の 7第 2項の規定により、指定緊急避

難場所及び指定避難所の指定を取り消したので、同法第 49条の6第2項及び第49条の7第 2項の規定により次のと

おり公示する。 

 令和 5年4月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定緊急避難場所の指定の取り消し 

県立高円高等学校（奈良市白毫寺町 633番地） 

県立西の京高等学校（奈良市六条西三丁目24番1号） 

ならやま小中学校（奈良市神功二丁目 1番地） 

（旧）神功小学校（奈良市神功二丁目 2番地） 

2 指定避難所の指定の取り消し 

県立高円高等学校（奈良市白毫寺町 633番地） 

県立西の京高等学校（奈良市六条西三丁目24番1号） 

ならやま小中学校（奈良市神功二丁目 1番地） 

（旧）神功小学校（奈良市神功二丁目 2番地） 

3 指定の取り消し年月日 

令和 5年4月1日 

（令和 5年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 161号 

 災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 49条の 4第 1項及び第 49条の 7第 1項の規定により、指定緊急避

難場所及び指定避難所を指定したので、同法第 49条の4第3項及び第 49条の7第2項の規定により次のとおり公示

する。 

 令和 5年4月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定緊急避難場所 

県立高円芸術高等学校（奈良市白毫寺町 633番地） 

奈良県立大学附属高等学校（奈良市六条西三丁目24番1号） 

ならやま中学校（奈良市神功二丁目 1番地） 

ならやま小学校（奈良市神功二丁目 1番地） 

2 指定避難所 

 県立高円芸術高等学校（奈良市白毫寺町 633番地） 

奈良県立大学附属高等学校（奈良市六条西三丁目24番1号） 

 ならやま中学校（奈良市神功二丁目 1番地） 

 ならやま小学校（奈良市神功二丁目 1番地） 

3 指定年月日 

 令和 5年4月1日 

（令和 5年4月1日掲示済） 
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奈良市告示第 162号 

 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第158条第1項の規定により、次のとおり徴収の事務を委託したので、

同条第 2項の規定により告示します。 

 令和 5年4月3日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 受託者・徴収事務 

受 託 者 徴 収 事 務 

小学館集英社プロダクション共同企業体 

代表者 

東京都千代田区神田神保町2-30昭和ビル 

株式会社小学館集英社プロダクション 

代表取締役社長 都築 伸一郎 

なら工藝館使用料 

2 委託の期間 

令和 5年4月1日から令和10年3月31日まで 

（令和 5年4月3日掲示済） 

 

奈良市告示第 163号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第231条の2の3第1項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定し

たので、奈良市会計規則（昭和 40年奈良市規則第1号）第22条の2第2項の規定により告示する。 

令和 5年4月3日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

マルチペイメント（多様な支払・決済方法）・クレジット決済に係る指定納付受託者 

1 指定納付受託者に納付させる歳入の種類 

指定納付受託者 指定納付受託者に納付させる歳入の種類 

東京都渋谷区渋谷二丁目24番 12号 

株式会社トラストバンク 

代表取締役 川村 憲一 

インターネットを利用して納付する「奈良市心のふ

るさと応援寄附」に関する寄附金 

奈良県生駒市東生駒一丁目61番地7 

南都ディーシーカード株式会社 

代表取締役 東川 晃三 

東京都港区南青山五丁目1番 22号 

株式会社ジェーシービー 

代表取締役会長兼執行役員社長 浜川 一郎 

東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 

楽天クリムゾンハウス 

楽天グループ株式会社 

代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史 

東京都港区海岸 1丁目 7番 1号 東京ポートシティ竹芝

オフィスタワー 

SBペイメントサービス株式会社 

代表取締役社長兼CEO 榛葉 淳 

東京都千代田区紀尾井町1番 3号 

PayPay株式会社 

代表取締役社長執行役員CEO 中山 一郎 

東京都渋谷区桜丘町22番14号 N.E.S.ビルN棟2階 

株式会社アイモバイル 
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代表取締役社長 野口 哲也 

インターネットを利用して納付する「奈良市心のふ

るさと応援寄附」に関する寄附金 

東京都渋谷区恵比寿南 3 丁目 5 番 7 号 デジタルゲート

ビル10階 

株式会社DGフィナンシャルテクロノジー 

代表取締役 篠 寛 

東京都渋谷区道玄坂1-2-3渋谷フクラス 

GMOペイメントゲートウェイ株式会社 

代表取締役社長 相浦 一成 

2 指定期間 

令和5年4月1日から令和6年 3月31日まで 

（令和 5年4月3日掲示済） 

 

奈良市告示第 164号 

 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 158 条第 1 項の規定により、次のとおり収納の事務を委託したの

で、同条第 2項の規定により告示する。 

令和 5年4月3日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

マルチペイメント（多様な支払・決済方法）に係る受託者 

1 受託者・収納事務 

受託者 収納事務 

東京都渋谷区渋谷二丁目24番 12号 

株式会社トラストバンク 

代表取締役 川村 憲一 

インターネットを利用して納付する「奈良市心のふる

さと応援寄附」に関する寄附金 

東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 

楽天クリムゾンハウス 

楽天グループ株式会社 

代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史 

東京都中央区京橋二丁目2番 1号 

株式会社さとふる 

代表取締役社長 藤井 宏明 

東京都渋谷区桜丘町22番14号 N.E.S.ビルN棟2階 

株式会社アイモバイル 

代表取締役社長 野口 哲也 

東京都港区赤坂三丁目3番3号 

株式会社一休 

代表取締役 榊 淳 

2 委託の期間 

 令和 5年4月1日から令和6年 3月31日まで 

（令和 5年4月3日掲示済） 

 

奈良市告示第 165号 

 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 158 条第 1 項の規定により、次のとおり徴収の事務を委託したの

で、同条第 2項の規定により告示する。 

令和 5年4月3日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 受託者・徴収事務 

受託者 徴収事務 
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奈良県橿原市城殿町459 大和平野土地改良区内 

公益社団法人 奈良県獣医師会 

会長 𠮷岡 豊 

狂犬病予防注射済票交付手数料 

2 委託の期間 

 令和 5年4月1日から令和6年 3月31日まで 

（令和 5年4月3日掲示済） 

 

奈良市告示第 166号 

 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 158 条第 1 項の規定により、次のとおり徴収の事務を委託したの

で、同条第 2項の規定により告示します。 

令和 5年4月3日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 受託者・徴収事務 

受託者 徴収事務 

奈良市大安寺三丁目10番21号 

株式会社 奈良市清美公社 

代表取締役 原 克巳 

し尿の収集運搬に係る一般廃棄物処理手数料 

（月ヶ瀬・都 を除く地域に限る） 

2 委託の期間 

 令和 5年4月1日から令和6年 3月31日まで 

（令和 5年4月3日掲示済） 

 

奈良市告示第 167号 

 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第158条第1項の規定により､次のとおり徴収の事務を委託したので、

同条第 2項の規定により告示する｡ 

 令和 5年4月3日 

 奈良市長 仲 川 元 庸  

1 受託者・徴収事務 

受  託  者 徴 収 事 務 

奈良市二条町二丁目9番2号 

一般社団法人 奈良市歯科医師会 

会長 森 直樹 

奈良市立みどりの家歯科診療所にかかる使用料及び手

数料 

2 委託の期間 

令和 5年4月1日から令和6年 3月31日まで 

（令和 5年4月3日掲示済） 

 

奈良市告示第 168号 

 地方自治法（平成 22年法律第 67号）第231号の2の3第2項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定し

たので、奈良市会計規則（昭和40年奈良市規則第1号）第22条の2第2項の規定により告示する。 

 令和 5年4月3日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1．指定納付受託者・指定納付受託者に納付させる歳入の種類 

指定納付受託者 指定納付受託者に納付させる歳入の種類 

東京都渋谷区恵比寿南3-5-7デジタルゲートビル 10階 

株式会社DGフィナンシャルテクノロジー 

代表取締役執行役員社長 篠 寛 

戸籍謄抄本等交付手数料 

戸籍記載事項証明書交付手数料 

除籍謄抄本等交付手数料 

除籍記載事項証明書交付手数料 

届出又は申請の受理等の証明書交付手数料 



令和 5 年 5 月 1 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 95 号 

－ 26 － 

 届書等閲覧手数料 

住民基本台帳閲覧手数料 

住民票の写し又は住民票記載事項証明書交付手数料 

住民票の写し広域交付手数料 

除票の写し又は除票記載事項証明書交付手数料 

戸籍の附票の写し交付手数料 

戸籍の附票の除票の写し交付手数料 

印鑑登録証明書交付手数料 

2．指定期間 

令和 5年4月1日から令和5年 4月30日まで 

（令和 5年4月3日掲示済） 

 

奈良市告示第 169号 

 地方自治法施行令（昭和22年政令第 16号）第158条第1項の規定により奈良市都 生涯スポーツセンター4施設

使用料の徴収事務を委託したので、同条第 2項の規定により次のとおり告示します。 

令和 5年4月3日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 委託を受けた者の所在地及び氏名 

奈良市三条本町 13番1号 

一般財団法人 奈良市総合財団 

理事長 西谷 忠雄 

2 委託した事務の範囲 

 奈良市都 生涯スポーツセンター4施設使用料の徴収事務 

3 委託した期間 

 令和 5年4月1日から令和6年 3月31日まで 

（令和 5年4月3日掲示済） 

 

奈良市告示第 170号 

 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第158条第1項の規定により奈良市都 体育館使用料の徴収事務を委

託したので、同条第 2項の規定により次のとおり告示します。 

令和 5年4月3日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 委託を受けた者の所在地及び氏名 

奈良市三条本町 13番1号 

一般財団法人 奈良市総合財団  

理事長 西谷 忠雄 

2 委託した事務の範囲 

 奈良市都 体育館使用料の徴収事務 

3 委託した期間 

 令和 5年4月1日から令和6年 3月31日まで 

（令和 5年4月3日掲示済） 

 

奈良市告示第 171号 

 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第158条第1項の規定により奈良市都 交流センター使用料の徴収事

務を委託したので、同条第2項の規定により次のとおり告示します。 

令和 5年4月3日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 委託を受けた者の所在地及び氏名 
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奈良市三条本町 13番1号 

一般財団法人 奈良市総合財団 

理事長 西谷 忠雄 

2 委託した事務の範囲 

 奈良市都 交流センター施設使用料、備品使用料の徴収事務 

3 委託した期間 

 令和 5年4月1日から令和7年 3月31日まで 

（令和 5年4月3日掲示済） 

 

奈良市告示第 172号 

 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 158 号第 1 項の規定により、次のとおり徴収の事務を委託したの

で、同条第 2項の規定により告示します。 

 令和 5年4月3日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 受託者・徴収事務 

受託者 徴収事務 

奈良市杏町 79番地の4 

社会福祉法人奈良市社会福祉協議会 

会長 福井 重忠 

北部会館市民文化ホール施設使用料 

北部会館市民文化ホール附属設備使用料 

奈良市杉ヶ町 23番地 

公益財団法人奈良市生涯学習財団 

理事長 西谷 忠雄 

西部会館市民ホール施設使用料 

西部会館市民ホール附属設備使用料 

2 委託の期間 

委託の期間 徴収事務 

令和5年4月1日から令和6年 3月31日まで 

北部会館市民文化ホール施設使用料 

北部会館市民文化ホール附属設備使用料 

西部会館市民ホール施設使用料 

西部会館市民ホール附属設備使用料 

（令和 5年4月3日掲示済） 

 

奈良市告示第 173号 

地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第158条第1項の規定により、次のとおり徴収の事務を委託しました

ので、同条第 2項の規定により告示します。 

 令和 5年4月3日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定管理者 

 大阪市中央区難波二丁目2番3号 

 ミディ総合管理株式会社 

 代表取締役社長 石原 浩一郎 

2 徴収事務 

 奈良市観光自動車駐車場駐車料金 

3 委託の期間 

 令和 5年4月1日から令和10年3月31日まで 

（令和 5年4月3日掲示済） 

 

奈良市告示第 174号 

令和 3年奈良市告示第233号（新型コロナウイルス感染症予防接種の実施）の一部を次のように改正し、令和 5年
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（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 95 号 

－ 28 － 

4月1日から適用する。 

令和 5年4月3日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 予防接種の種類､ ワクチンの種類、予防接種の対象者の範囲並びに予防接種を行う期間及び場所の表を次のよ

うに改める。 

予防接種の 

種類  
ワクチンの種類 予防接種の対象者の範囲  

予防接種を行う

期間  

予防接種を行う

場所  

新型コロナウ

イルス感染症 

コミナティ筋注

（感染症の予防

及び感染症の患

者に対する医療

に関する法律等

の一部を改正す

る法律の一部の

施行に伴う厚生

労働省関係省令

の整備に関する

省令（令和 4 年

厚生労働省令第

165号）附則第 4

項の規定により

なおその効力を

有することとさ

れる同省令第 3

条の規定による

改正前の予防接

種実施規則（昭

和 33 年厚生省

令第27号）附則

（以下「令和 4

年 12 月改正前

省令附則」とい

う。）第7条第 1

項第 1号に規定

する方法） 

初回接種（令和4年12月

改正前省令附則第7条第

1 項の初回接種をいう。

以下同じ。） 

12歳以上の者 令和3年4月12

日から令和 6年

3月31日まで 

厚生労働省ホー

ムページ「コロ

ナワクチンナ

ビ」に掲載され

ている本市内の

接種会場 

コミナティ筋注

5～11歳用（令和

4年12月改正前

省令附則第 7 条

第 1項第 3号に

規定する方法） 

初回接種 1 回目の接種

時において、5

歳以上12歳未

満の者 

令和4年2月21

日から令和 6年

3月31日まで 

 

ヌバキソビッド

筋注（令和 4 年

12月改正前省令

附則第 7 条第 1

項第 4号に規定

する方法） 

初回接種 12歳以上の者 令和4年5月25

日から令和 6年

3月31日まで 

令和四年秋開始接種（令

和 4 年 12 月改正前省令

附則第10条第1項の令 

12歳以上の者 令和4年11月8

日から令和 6年

3月31日まで 
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  和四年秋開始接種をい

う。以下同じ。） 

   

コミナティ筋注

6 ヵ月～4 歳用

（令和4年12月

改正前省令附則

第 7条第 1項第

5 号に規定する

方法） 

初回接種 1 回目の接種

時において生

後 6 月以上 5

歳未満の者 

令和 4 年 10 月

24日から令和 6

年 3 月 31 日ま

で 

スパイクバック

ス筋注（2価：起

源株／オミクロ

ン株BA．1）（令

和 4 年 12 月改

正前省令附則第

10条第 1項第 1

号に規定する方

法） 

令和四年秋開始接種 12歳以上の者 令和4年9月20

日から令和 6年

3月31日まで 

スパイクバック

ス筋注（2価：起

源株／オミクロ

ン株BA．4-5）（令

和 4 年 12 月改

正前省令附則第

10条第 1項第 1

号に規定する方

法） 

令和四年秋開始接種 12歳以上の者 令和 4 年 11 月

28日から令和 6

年 3 月 31 日ま

で 

 

コミナティ筋注

5～11 歳用（2

価：起源株／オ

ミクロン株BA．

4-5）（令和 4 年

12月改正前省令

附則第10条第1

項第 2号に規定

する方法） 

令和四年秋開始接種 5歳以上 12歳

未満の者 

令和 5年 3月 8

日から令和 6年

3月31日まで 

コミナティ RTU

筋注（2価：起源

株／オミクロン

株 BA．1）（令和

4年 12月改正前

省令附則第10条

第 1項第 3号に

規定する方法） 

令和四年秋開始接種 12歳以上の者 令和4年9月20

日から令和 6年

3月31日まで 

 

コミナティ RTU

筋注（2価：起源

株／オミクロン 

令和四年秋開始接種 12歳以上の者 令和 4 年 10 月

13日から令和 6

年3月31日ま 
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 株BA．4-5）（令

和 4 年 12 月改

正前省令附則第

10条第 1項第 3

号に規定する方

法） 

  で  

備考 既に令和四年秋開始接種を受けた者にあっては初回接種をすることができない。 

（令和 5年4月3日掲示済） 

 

奈良市告示第 175号 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号）第 6条第 1項の規定により、令和 4年度の一般廃

棄物処理実施計画を定めたので、奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和 48年奈良市条例第 35号）第7条

第1項の規定により、別紙のとおり告示する。 

 令和 5年4月3日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  



令和 5 年 5 月 1 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 95 号 

－ 31 － 



令和 5 年 5 月 1 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 95 号 

－ 32 － 



令和 5 年 5 月 1 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 95 号 

－ 33 － 



令和 5 年 5 月 1 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 95 号 

－ 34 － 



令和 5 年 5 月 1 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 95 号 

－ 35 － 



令和 5 年 5 月 1 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 95 号 

－ 36 － 



令和 5 年 5 月 1 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 95 号 

－ 37 － 



令和 5 年 5 月 1 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 95 号 

－ 38 － 



令和 5 年 5 月 1 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 95 号 

－ 39 － 



令和 5 年 5 月 1 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 95 号 

－ 40 － 



令和 5 年 5 月 1 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 95 号 

－ 41 － 



令和 5 年 5 月 1 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 95 号 

－ 42 － 



令和 5 年 5 月 1 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 95 号 

－ 43 － 



令和 5 年 5 月 1 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 95 号 

－ 44 － 



令和 5 年 5 月 1 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 95 号 

－ 45 － 



令和 5 年 5 月 1 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 95 号 

－ 46 － 



令和 5 年 5 月 1 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 95 号 

－ 47 － 



令和 5 年 5 月 1 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 95 号 

－ 48 － 



令和 5 年 5 月 1 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 95 号 

－ 49 － 



令和 5 年 5 月 1 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 95 号 

－ 50 － 



令和 5 年 5 月 1 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 95 号 

－ 51 － 



令和 5 年 5 月 1 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 95 号 

－ 52 － 



令和 5 年 5 月 1 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 95 号 

－ 53 － 



令和 5 年 5 月 1 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 95 号 

－ 54 － 



令和 5 年 5 月 1 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 95 号 

－ 55 － 



令和 5 年 5 月 1 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 95 号 

－ 56 － 



令和 5 年 5 月 1 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 95 号 

－ 57 － 

 



令和 5 年 5 月 1 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 95 号 

－ 58 － 

（令和 5年4月3日掲示済） 

 

奈良市告示第 176号 

 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 158 条第 1 項の規定により、次のとおり徴収の事務を委託したの

で、同条第 2項の規定により告示する。 

令和 5年4月3日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 受託者・徴収事務 

受託者 徴収事務 

奈良市八条一丁目790-1 

公益社団法人 奈良市シルバー人材センター 

理事長 西谷 忠雄 

放置自転車等移動手数料 

放置自転車等保管手数料 

2 委託の期間 

 令和 5年4月1日から令和6年 3月31日まで 

（令和 5年4月3日掲示済） 

 

奈良市告示第 177号 

 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 158 条第 1 項の規定により、次のとおり徴収の事務を委託したの

で、同条第 2項の規定により告示する。 

令和 5年4月3日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 受託者・徴収事務 

受託者 徴収事務 

東京都中央区日本橋本石町四丁目 6番7号 

公益財団法人 自転車駐車場整備センター 

理事長 石井 喜三郎  

奈良市中筋自転車駐車場の使用料 

2 委託の期間 

 令和 5年4月1日から令和6年 3月31日まで 

（令和 5年4月3日掲示済） 

 

奈良市告示第 178号 

 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 158 条第 1 項の規定により、次のとおり徴収の事務を委託したの

で、同条第 2項の規定により告示する。 

令和 5年4月3日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 受託者・徴収事務 

受託者 徴収事務 

奈良市杏町583番地1 

株式会社マサミチ 

代表取締役 田中 将資  

奈良市高の原第一自転車駐車場、奈良市高の原第二

自転車駐車場、奈良市高の原第三自転車駐車場、奈

良市高の原第四自転車駐車場の使用料 

2 委託の期間 

 令和 5年4月1日から令和5年 9月30日まで 

（令和 5年4月3日掲示済） 

 

奈良市告示第 179号 

 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第158条第1項の規定により､次のとおり徴収の事務を委託したので、

同条第 2項の規定により告示します｡ 
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 令和 5年4月3日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 受託者・徴収事務 

受  託  者 徴 収 事 務 

奈良市柏木町519番地の7 

一般社団法人 奈良市医師会 

会長 国分 清和 

休日夜間応急診療所使用料 

休日夜間応急診療所手数料 

奈良市二条町二丁目9番2号 

一般社団法人 奈良市歯科医師会 

会長 森 直樹 

休日歯科応急診療所使用料 

2 委託の期間 

委託の期間 徴 収 事 務 

令和5年4月1日から令和5年 6月30日まで 
休日夜間応急診療所使用料 

休日夜間応急診療所手数料 

令和5年4月1日から令和6年 3月31日まで 休日歯科応急診療所使用料 

（令和 5年4月3日掲示済） 

 

奈良市告示第 180号 

 奈良市老人福祉センターの指定管理者を指定したので、奈良市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関す

る条例（平成 17年奈良市条例第 85号）第4条第3項の規定により次のとおり告示します。 

 令和 5年4月4日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定管理者を指定する公の施設 

 奈良市法蓮町 1702番地の1 

 奈良市東福祉センター 

 奈良市百楽園一丁目 9番13号 

 奈良市西福祉センター 

 奈良市右京一丁目 1番地の4 

 奈良市北福祉センター 

 奈良市南永井町 45番地の1 

 奈良市南福祉センター 

2 指定管理者の所在地及び名称 

 奈良市杏町 79番地の4 

 社会福祉法人 奈良市社会福祉協議会 

 会長 福井 重忠 

3 指定管理者の指定の期間 

 令和 5年4月1日から令和6年 3月31日まで 

4 指定管理者が行う業務の範囲 

(1) 奈良市老人福祉センター条例（昭和 43年奈良市条例第 47号）第 2条の 2に規定する事業の実施に関するこ

と。 

(2) センターの使用承認及び使用制限に関すること。 

(3) センターの施設及び附属施設の維持管理に関すること。 

(4) 施設等使用料の徴収に関すること。 

(5) その他市長が定めること。 

（令和 5年4月4日掲示済） 

 

奈良市告示第 181号 



令和 5 年 5 月 1 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 95 号 

－ 60 － 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）第 55条第 2項において準用する同法第 50条の 2の規定により施術者から

事業を廃止した旨の届出があったので、同法第 55条の3の規定により次のとおり告示する。 

 令和 5年4月5日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

指定施術者の氏名 
廃止した施術の種類 廃止年月日 

施術所の名称 施術所の所在地 

堤 小太郎 

あんま 
令和5年 

2月28日 つつみ鍼灸整骨院 
奈良県奈良市六条一丁目 1番12

号 

堤 小太郎 

はり・きゅう 
令和5年 

2月28日 つつみ鍼灸整骨院 
奈良県奈良市六条一丁目 1番12

号 

（令和 5年4月5日掲示済） 

 

奈良市告示第 182号 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）第 55条第 1項の規定により、施術者の指定をしたので、同法第 55条の 3

の規定により告示する。 

 令和 5年4月5日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

指定施術者の氏名 
施術の種類 指定年月日 

施術所の名称 施術所の所在地 

堤 小太郎 

あんま 
令和5年 

3月1日 かどわき接骨院 
奈良県奈良市京終地方東側町 18

番地 

堤 小太郎 

はり・きゅう 
令和5年 

3月1日 かどわき接骨院 
奈良県奈良市京終地方東側町 18

番地 

（令和 5年4月5日掲示済） 

 

奈良市告示第 183号 

 奈良市都 福祉センターの指定管理者を指定したので、奈良市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関す

る条例（平成 17年奈良市条例第 85号）第4条第3項の規定により次のとおり告示します。 

 令和 5年4月5日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定管理者を指定する公の施設 

 奈良市藺生町 1922番地の8 

奈良市都 福祉センター 

2 指定管理者の所在地及び名称 

 奈良市杏町 79番地の4 

 社会福祉法人 奈良市社会福祉協議会 

 会長 福井 重忠 

3 指定管理者の指定の期間 

 令和 5年4月1日から令和10年3月31日まで 

4 指定管理者が行う業務の範囲 

(1) 奈良市都 福祉センター条例（平成17年奈良市条例第 25号）第3条に規定する事業の実施に関すること。 

(2) 奈良市都 福祉センターの使用承認及び使用制限に関すること。 

(3) 奈良市都 福祉センターの施設及び附属設備の維持管理に関すること。 
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(4) 施設等使用料の徴収に関すること。 

(5) その他市長が定めること。 

（令和 5年4月5日掲示済） 

 

奈良市告示第 184号 

 奈良市月ヶ瀬福祉センターの指定管理者を指定したので、奈良市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関

する条例（平成 17年奈良市条例第 85号）第4条第3項の規定により次のとおり告示します。 

 令和 5年4月5日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定管理者を指定する公の施設 

 奈良市月ヶ瀬尾山 1124番地 

 奈良市月ヶ瀬福祉センター 

2 指定管理者の所在地及び名称 

 奈良市杏町 79番地の4 

 社会福祉法人 奈良市社会福祉協議会 

 会長 福井 重忠 

3 指定管理者の指定の期間 

 令和 5年4月1日から令和10年3月31日まで 

4 指定管理者が行う業務の範囲 

(1) 奈良市月ヶ瀬福祉センター条例（平成16年奈良市条例第 54号）第3条（第3号を除く。）に規定する事業の 

実施に関すること。 

(2) 奈良市月ヶ瀬福祉センターの使用承認及び使用制限に関すること。 

(3) 奈良市月ヶ瀬福祉センターの施設及び附属設備の維持管理に関すること。 

(4) 施設等使用料の徴収に関すること。 

(5) その他市長が定めること。 

（令和 5年4月5日掲示済） 

 

奈良市告示第 185号 

 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 158条第 1項の規定により、次のとおり徴収事務を委託したので、

同条第 2項の規定により告示します。 

令和 5年4月5日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 受託者・徴収事務 

受 託 者 徴 収 事 務 

奈良市杏町 79番地の4 

社会福祉法人 奈良市社会福祉協議会 

会長 福井 重忠 

奈良市老人福祉センター使用料 

2 委託の期間 

 令和 5年4月1日から令和6年 3月31日まで 

（令和 5年4月5日掲示済） 

 

奈良市告示第 186号 

 森林法（昭和 26年法律第249号）第10条の5第1項の規定により奈良市森林整備計画をたてたので、当該森林整

備計画を閲覧に供します。 

令和 5年4月5日 

                                           奈良市長 仲 川 元 庸  

1 閲覧場所 

 奈良市二条大路南一丁目1番1号 
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奈良市役所 観光経済部農政課 

（令和 5年4月5日掲示済） 

 

奈良市告示第 187号 

 奈良市国民健康保険料督促状を郵送したが、その送達を受けるべき者の住所等が不明のため送達することができな

いので奈良市国民健康保険条例（昭和 34年奈良市条例第13号）第22条において準用する地方税法（昭和 25年法律

第226号）第20条の2第1項の規定により、次のとおり公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、福祉部国保年金課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申し出があれ

ばいつでも交付する。 

 令和 5年4月6日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 この督促状の発送年月日及び納期限 

調定年度 期 別 発送年月日 納期限 

令和3年度国民健康保険料督促状 7月期 令和3年8月20日 令和 3年9月3日 

令和3年度国民健康保険料督促状 8月期 令和3年8月17日 令和 3年10月1日 

令和3年度国民健康保険料督促状 9月期 令和3年10月20日 令和 3年11月4日 

令和3年度国民健康保険料督促状 10月期 令和3年11月19日 令和 3年12月3日 

令和3年度国民健康保険料督促状 11月期 令和3年12月20日 令和 4年1月4日 

令和3年度国民健康保険料督促状 12月期 令和4年1月17日 令和 4年1月31日 

令和3年度国民健康保険料督促状 1月期 令和4年2月17日 令和 4年3月3日 

令和3年度国民健康保険料督促状 2月期 令和4年3月17日 令和 4年3月31日 

令和3年度国民健康保険料督促状 3月期 令和4年4月20日 令和 4年5月6日 

令和4年度国民健康保険料督促状 6月期 令和4年12月20日 令和 5年1月4日 

令和4年度国民健康保険料督促状 6月期 令和5年1月17日 令和 5年1月31日 

令和4年度国民健康保険料督促状 7月期 令和4年12月20日 令和 5年1月4日 

令和4年度国民健康保険料督促状 7月期 令和5年1月17日 令和 5年1月31日 

令和4年度国民健康保険料督促状 8月期 令和4年12月20日 令和 5年1月4日 

令和4年度国民健康保険料督促状 8月期 令和5年1月17日 令和 5年1月31日 

令和4年度国民健康保険料督促状 9月期 令和4年12月20日 令和 5年1月4日 

令和4年度国民健康保険料督促状 9月期 令和5年1月17日 令和 5年1月31日 

令和4年度国民健康保険料督促状 9月期 令和4年10月20日 令和 4年11月4日 

令和4年度国民健康保険料督促状 10月期 令和4年11月17日 令和 4年12月1日 

令和4年度国民健康保険料督促状 10月期 令和4年12月20日 令和 5年1月4日 

令和4年度国民健康保険料督促状 10月期 令和5年1月17日 令和 5年1月31日 

令和4年度国民健康保険料督促状 11月期 令和4年12月20日 令和 5年1月4日 

令和4年度国民健康保険料督促状 11月期 令和5年1月17日 令和 5年1月31日 

令和4年度国民健康保険料督促状 12月期 令和5年1月17日 令和 5年1月31日 

令和4年度国民健康保険料督促状 1月期 令和5年2月20日 令和 5年3月6日 

令和4年度国民健康保険料督促状 2月期 令和5年3月16日 令和 5年3月30日 

2 この公示送達により変更した後の指定期限 

令和 5年4月24日 

3 送達を受けるべき者 

別紙のとおり 

別紙省略 

（令和 5年4月6日掲示済） 
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奈良市告示第 188号 

 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 158条第 1項の規定により、次のとおり徴収事務を委託したので、

同条第 2項の規定により告示します。 

令和 5年4月6日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 受託者・徴収事務 

受 託 者 徴 収 事 務 

奈良市杏町 79番地の4 

社会福祉法人 奈良市社会福祉協議会 

会長 福井 重忠 

奈良市月ヶ瀬福祉センター使用料 

奈良市都 福祉センター使用料 

2 委託の期間 

 令和 5年4月1日から令和10年3月31日まで 

（令和 5年4月6日掲示済） 

 

奈良市告示第 189号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の 2第 11項の規定により横田町自治会から告示した事項の変更の

届出があったので、同条第10項の規定により次のとおり告示する。 

 令和 5年4月6日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更があった事項及びその内容 

2 変更の年月日 

 令和 5年 4月 1日 

（令和 5年4月6日掲示済） 

 

奈良市告示第 190号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の 2第 11項の規定により六条緑町三丁目自治会から告示した事項

の変更の届出があったので、同条第 10項の規定により次のとおり告示する。 

 令和 5年4月6日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更があった事項及びその内容 

2 変更の年月日 

 令和 5年 4月 1日 

（令和 5年4月6日掲示済） 

 

奈良市告示第 191号 

 奈良市柳生の里観光施設（旧柳生藩家老屋敷、旧柳生藩陣屋跡、柳生観光駐車場）の指定管理者を指定したので、

奈良市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成 17年奈良市条例第 85号）第4条第3項の規

定により次のとおり告示します。 

 令和 5年4月7日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定管理者を指定する公の施設 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

代表者の氏名 

及 び 住 所  

巽 喜光 

奈良市横田町 408番地 

北森 重人 

奈良市茗荷町 1432番地 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

代表者の氏名 

及 び 住 所  

川村 和之 

奈良市六条緑町三丁目 6番 4号 

髙田 哲朗 

奈良市六条緑町三丁目 4番 8号 
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 奈良市柳生町 155番の1 

  旧柳生藩家老屋敷 

 奈良市柳生町 337番地 

  旧柳生藩陣屋跡 

 奈良市柳生下町 491番地 

  柳生観光駐車場 

2 指定管理者の所在地及び名称 

 奈良市柳生町 155番地の1 

  柳生観光協会 

  会長 三浦 孝造 

3 指定管理者の指定の期間 

 令和 5年4月1日から令和8年 3月31日まで 

4 指定管理者が行う業務の範囲 

(1) 観光施設の入場及び使用の承認及び制限に関すること。 

(2) 観光施設の施設及び設備等の維持管理に関すること。 

(3) その他市長が定めること。 

（令和 5年4月7日掲示済） 

 

奈良市告示第 192号 

介護保険法（平成 9年法律第 123号）第 82条第 2項の規定により、指定居宅介護支援事業を廃止したので、同法

第85条第2号の規定により公示する。 

令和 5年4月10日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 廃止年月日 令和5年3月31日 

事業所番号 
サービスの

種類 

事業者 事業所 

法人名 法人所在地 名称 住所 

2970105140 
居宅介護 

支援 

株式会社リールス

テージ 

奈良県奈良市大宮町

五丁目3番地14不

動ビル4階406号 

リールケアプラン

センター奈良 

奈良県奈良市大宮町

五丁目3番地14不

動ビル4階406号 

2970190142 
居宅介護 

支援 

株式会社リールス

テージ 

奈良県奈良市大宮町

五丁目3番地14不

動ビル4階406号 

リールケアプラン

センター学園前 

奈良県奈良市学園

朝日町4-4 

（令和 5年4月10日掲示済） 

 

奈良市告示第 193号 

介護保険法（平成 9年法律第 123号）第 75条第 2項の規定により、指定居宅サービス事業を廃止したので、同法

第78条第2号の規定により公示する。 

令和 5年4月10日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 廃止年月日 令和5年3月7日 

事業所番号 
サービスの 

種類 

事業者 事業所 

法人名 住所 名称 住所 

2970107286 訪問介護 
株式会社てるて

る・ぼうず 

奈良県奈良市紀寺

町684番地メゾン

紀寺4号 

てんきになあれ。 

奈良県奈良市紀寺

町684番地メゾン

紀寺4号 

2 廃止年月日 令和5年3月19日 

事業所番号 サービスの 事業者 事業所 
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 種類 法人名 住所 名称 住所 

2970103137 通所介護 
有限会社ドリー

ム平田 

奈良県奈良市杉ヶ

町51番7杉ヶ町北

ビル1階 

ドリーム平田デイ

サービスセンター 

奈良県奈良市杉ヶ

町51番7杉ヶ町

北ビル1階 

3 廃止年月日 令和5年3月31日 

事業所番号 
サービスの 

種類 

事業者 事業所 

法人名 住所 名称 住所 

2970107740 訪問介護 
ケアテラス株式

会社 

奈良県奈良市二名

三丁目952-1 

けいはんなヘルパ

ーステーション中

山町 

奈良県奈良市中山

町2番1 

2970107732 訪問介護 
ケアテラス株式

会社 

奈良県奈良市二名

三丁目952-1 

けいはんなヘルパ

ーステーションあ

やめ池 

奈良県奈良市西大

寺竜王町一丁目4

番75号 

2970105041 訪問介護 
ケアテラス株式

会社 

奈良県奈良市二名

三丁目952-1 

けいはんなヘルパ

ーステーション押

熊 

奈良県奈良市押熊

町1526番地 

（令和 5年4月10日掲示済） 

 

奈良市告示第 194号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第1項の規定に基づき、次のように道路の区域を変更する。その関係図

書は、公示の日から 1箇月間、建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 令和 5年4月10日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

整理

番号 
路線名 区 間 

変更 

前後別 

幅員

（ｍ） 

延長

（ｍ） 
備考 

1 中部第912号線 
奈良市あやめ池南二丁目 1183番3地先から 

奈良市疋田町二丁目 630番3地先まで 

前 4.3～10.9 1131.1  
後 4.3～12.0 1131.1 

（令和 5年4月10日掲示済） 

 

奈良市告示第 195号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第2項の規定に基づき、次のように道路の供用を開始する。その関係図

書は、公示の日から 1箇月間、建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 令和 5年4月10日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

整理

番号 
路線名 区 間 

延長（ｍ） 

幅員（ｍ） 

1 中部第912号線 
奈良市あやめ池南二丁目 1183番

3地先から 

奈良市疋田町二丁目630番3地先

まで 

L=1131.1 

W=4.3～12.0 

（令和 5年4月10日掲示済） 

 

奈良市告示第 196号 

国土調査を行うので、国土調査法（昭和 26年法律第180号）第 7条の規定により次のとおり公示する。 

 令和 5年4月10日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 事業計画が決定された年月日 

 令和 5年4月1日 

2 調査を実施する者の名称 
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 奈良市 

3 調査地域 

奈良市学園新田町、鶴舞西町の一部、南登美ヶ丘、登美ヶ丘一丁目、学園北一丁目、鶴舞東町の一部、学園朝日町 

4 調査期間 

 令和 5年4月1日から令和6年 3月31日まで 

（令和 5年4月10日掲示済） 

 

奈良市告示第 197号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の 2第 11項の規定により南登美ヶ丘第一自治会から告示した事項

の変更の届出があったので、同条第 10項の規定により次のとおり告示する。 

 令和 5年4月10日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更があった事項及びその内容 

2 変更の年月日 

 令和 5年 4月 1日 

（令和 5年4月10日掲示済） 

 

奈良市告示第 198号 

 奈良市住居表示に関する条例（昭和 42年奈良市条例第21号）第 3条の規定により、次のとおり、住居番号を設定

したので、同条第 4項の規定により告示する。 

 令和 5年4月12日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

住居番号をつけた建造物の表示 

七条西町一丁目 52番3号 六条西三丁目23番40号 中登美ヶ丘六丁目 20番25号 

芝 町二丁目11番28号 六条西三丁目23番39号 中登美ヶ丘六丁目 20番26号 

青野町一丁目 8番16号 六条西三丁目23番34号 中登美ヶ丘六丁目 20番28号 

西登美ヶ丘五丁目 14番7号 六条西三丁目23番35号 中登美ヶ丘五丁目 21番17号 

あやめ池南八丁目 5番8号 六条西三丁目23番36号 中登美ヶ丘五丁目 21番18号 

疋田町一丁目 6番17号 あやめ池南五丁目7番30号 中登美ヶ丘五丁目 21番19号 

大安寺二丁目 11番11号 四条大路一丁目7番20-3号 中登美ヶ丘五丁目 21番20号 

登美ヶ丘五丁目 15番2-1号 秋篠三和町二丁目9番22号 中登美ヶ丘五丁目 23番17号 

東登美ヶ丘一丁目 11番9号 富雄北一丁目18番63号 中登美ヶ丘五丁目 23番16号 

四条大路三丁目 3番13-5号 藤ノ木台一丁目2番30-2号 中登美ヶ丘五丁目 23番5号 

大森西町 23番6号 平松四丁目17番13号 中登美ヶ丘五丁目 23番4号 

学園緑ヶ丘一丁目 13番13号 北登美ヶ丘一丁目8番28号 中登美ヶ丘五丁目 20番13号 

東登美ヶ丘四丁目 3番16号 四条大路四丁目2番69号 中登美ヶ丘五丁目 20番12号 

学園緑ヶ丘二丁目 5番43号 芝 町三丁目8番26-1号 中登美ヶ丘五丁目 20番11号 

学園緑ヶ丘二丁目 5番40号 若葉台一丁目11番4号 四条大路三丁目 3番8-4号 

学園緑ヶ丘二丁目 5番39号 大森西町23番21-2号  

六条西三丁目 23番45号 学園緑ヶ丘三丁目7番6号  

六条西三丁目 23番43号 秋篠早月町7番11号  

六条西三丁目 23番41号 六条緑町一丁目10番18号  

（令和 5年4月12日掲示済） 

 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

代表者の氏名 

及 び 住 所  

橋本 由紀子 

奈良市南登美ヶ丘 1番 18号 

近藤 紀子 

奈良市南登美ヶ丘 1番 16号 
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奈良市告示第 199号 

 奈良市住居表示に関する条例（昭和 42年奈良市条例第21号）第3条第3項の規定により、次のとおり住居番号を

変更したので、同条第 4項の規定により告示する。 

 令和 5年4月12日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更する住居番号 

 住居表示を変更した建造物の表示 

変 更 前 東登美ヶ丘五丁目 12番18号 

変 更 後 東登美ヶ丘五丁目 12番14号 

（令和 5年4月12日掲示済） 

 

奈良市告示第 200号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の 2第 11項の規定により桜ヶ丘第一自治会から告示した事項の変

更の届出があったので、同条第 10項の規定により次のとおり告示する。 

 令和 5年4月13日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更があった事項及びその内容 

2 変更の年月日 

 令和 5年 4月 1日 

（令和 5年4月13日掲示済） 

 

奈良市告示第 201号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の 2第 11項の規定により六条緑町二丁目自治会から告示した事項

の変更の届出があったので、同条第 10項の規定により次のとおり告示する。 

 令和 5年4月13日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更があった事項及びその内容 

2 変更の年月日 

 令和 5年 4月 1日 

（令和 5年4月13日掲示済） 

 

奈良市告示第 202号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の 2第 11項の規定により長谷町自治会から告示した事項の変更の

届出があったので、同条第10項の規定により次のとおり告示する。 

 令和 5年4月13日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更があった事項及びその内容 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

事務所の所在地 奈良市都 白石町 1304番地の 41 奈良市都 白石町 1304番地の 42 

代表者の氏名 

及 び 住 所  

中島 重信 

奈良市都 白石町 1304番地の 41 

水田 周一 

奈良市都 白石町 1304番地の 42 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

代表者の氏名 

及 び 住 所  

北川 郁代 

奈良市六条緑町二丁目 10番 6号 

三嶋 大樹 

奈良市六条緑町二丁目 14番 11号 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

代表者の氏名 

及 び 住 所  

下谷 賢一 

奈良市長谷町 771番地 

今西 孝一 

奈良市長谷町 999番地 
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2 変更の年月日 

 令和 5年 4月 1日 

（令和 5年4月13日掲示済） 

 

奈良市告示第 203号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の 2第 11項の規定により秋篠早月町第一自治会から告示した事項

の変更の届出があったので、同条第 10項の規定により次のとおり告示する。 

 令和 5年4月13日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更があった事項及びその内容 

2 変更の年月日 

 令和 5年 4月 1日 

（令和 5年4月13日掲示済） 

 

奈良市告示第 204号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第9条の規定により自転車等放置禁止区

域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第 10条第1項の規定により告示する。 

 令和 5年4月13日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和 5年4月5日 

3 移動対象区域 

近鉄新大宮駅周辺、JR奈良駅周辺及び近鉄奈良駅周辺自転車等放置禁止区域  

4 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目288番地の 1） 

5 引取期間 

 移動日から 60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第 3号）第 1条第 1項に規定する

市の休日（毎月の第 2及び第4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前 9時から午後4時30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費 自転車     2,000円 

       原動機付自転車 4,000円 

 イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から 14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和 5年4月13日掲示済） 

 

奈良市告示第 205号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 252条の 36第 1項の規定により、次のとおり包括外部監査契約を締結し

たので、同条第 5項の規定により告示する。 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

代表者の氏名 

及 び 住 所  

百田 憲司 

奈良市秋篠早月町 7番 8号 

久保田 晋佑 

奈良市秋篠早月町 1番 6-2号 
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「 

「 

「 

「 

「 

「 

「 
」 

」 

」 

」 

」 

」 

」 

」 

 令和 5年4月14日 

      奈良市長 仲 川 元 庸  

1 包括外部監査契約の期間の始期 

令和 5年4月1日 

2 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法 

 契約で定める基本費用の額並びに契約に定めるところにより算定した執務費用及び実費の額の合算した金額とす

る。 

3 包括外部監査契約の相手方の氏名及び住所 

氏名 纐纈 和雅 

住所 兵庫県神戸市東灘区住吉本町 1丁目9番18-202号 

4 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法 

 契約の定めるところによる。 

（令和 5年4月14日掲示済） 

 

奈良市告示第 206号 

 令和 5年奈良市告示第158号（予防接種の実施）の一部を次のように改正する。 

令和 5年4月14日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

別紙 1の表中 

を 

に、 

を 

に、 

を 

しだ小児科クリ

ニック 
中登美ヶ丘三丁目1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

島田医院 富雄北一丁目 2-23         ○    

に、別紙 2の表中 

 

 

 

 

 

 

（令和 5年4月14日掲示済） 

今村糖尿病内科

津田外科診療所 
秋篠新町269-4 

 
○ 

 
○ ○ 

   
○ 

   

今村糖尿病内科

津田外科診療所 
秋篠新町269-4 

 
○  ○ ○    ○ ○ ○ 

 

済生会奈良病院 八条四丁目 643 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

済生会奈良病院 八条四丁目 643 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

西大寺駅前内科リ

ウマチクリニック 

西大寺南町 5-29 大和西大寺

駅前第二ビル 1階 

        
○  

  

しだ小児科クリ

ニック 
中登美ヶ丘三丁目1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

いけだクリニック 中町4842-1 93-4381 

いけだクリニック 中町4842-1 93-4381 

いしかわ心臓クリニック 
富雄元町二丁目 6-48ライ

オンズプラザ富雄1F 
81-9500 

「 
を 

に改める。 



令和 5 年 5 月 1 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 95 号 

－ 70 － 

 

公 営 企 業  

奈良市企業局告示第 19号 

 奈良市企業局公金徴収事務等委託規程（平成 6年奈良市水道局管理規程第 11号）第 4条の規定に基づき、次のと

おり徴収事務等を委託したので告示する。 

 令和 5年4月3日 

    奈良市公営企業管理者 池 田   修  

1 委託の範囲 宿日直窓口における水道料金及び下水道使用料等の収納業務 

2 受託者 奈良市芝 町四丁目 6-2 

南都ビルサービス株式会社 

   代表取締役 坂口 耕一 

3 委託期間 令和5年4月1日から令和 5年5月31日まで 

（令和 5年4月3日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第 20号 

奈良市公共下水道事業受益者負担に関する条例（昭和 45年奈良市条例第 16号）第5条の規定により、負担金の賦

課対象区域を定めたので、次のとおり告示する。 

なお、関係図書は令和 5年4月 3日から2週間、奈良市企業局事業部下水道事業課に備え置いて縦覧に供する。 

令和 5年4月3日 

奈良市公営企業管理者 池 田   修  

賦課対象区域（第 2負担区） 

敷島町二丁目の一部 

（令和 5年4月3日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第 21号 

 公共下水道の供用及び下水の処理を開始するので、下水道法（昭和 33年法律第79号）第 9条の規定に基づき次の

とおり告示する。 

 なお、その関係図書は、令和 5年4月3日から2週間、奈良市企業局事業部下水道事業課において一般の縦覧に供

する。 

 令和 5年4月3日 

    奈良市公営企業管理者 池 田   修  

 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する年月日 

令和 5年4月17日 

下水を排除及び下水を処理すべき区域 
排水施設

の位置 

排水施設の合流式

又は分流式の別 
終末処理場の位置及び名称 

五条畑一丁目597-1他 ①  分流 

大和郡山市額田部南町 160 

奈良県浄化センター 

窪之庄町 ②  分流 

西大寺栄町 ③  分流 

西大寺栄町 ④  分流 

西大寺北町四丁目418-1他 ⑤  分流 

あやめ池南四丁目1240-202 ⑥  分流 

五条町296-13 ⑦  分流 

六条一丁目801-3他 ⑧  分流 

位置図省略 

（令和 5年4月3日掲示済） 
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奈良市企業局告示第 22号 

 奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成 10年奈良市水道局管理規程第 7号）第 4条第 1項の規定により

奈良市企業局指定給水装置工事事業者を指定したので、同規程第 10条の規定により次のとおり公示する。 

 令和 5年4月4日 

    奈良市公営企業管理者 池 田   修  

名  称 代表者氏名 所 在 地 指 定 日 

エクステリア川口 川口 明 奈良市大安寺町 544番地の12 令和 5年3月29日 

（令和 5年4月4日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第 23号 

 奈良市排水設備指定工事店の指定をしたので、奈良市排水設備指定工事店等に関する規程（平成 26 年奈良市企業

局管理規程第 4号）第10条の規定により、次のとおり公示する。 

 令和 5年4月11日 

    奈良市公営企業管理者 池 田   修  

名  称 代表者氏名 所 在 地 指 定 日 

有限会社 玉岡設備

工業 

代表取締役 玉岡 

敏秀 

奈良県宇陀市榛原長峯 7番地の1 令和5年4月6日 

（令和 5年4月11日掲示済） 

 

教 育 委 員 会  

奈良市教育委員会告示第 7号 

 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 158条第 1項の規定により、次のとおり徴収事務を委託したので、

同条第 2項の規定により告示します。 

 令和 5年4月3日 

奈良市教育委員会      

教育長 北 谷 雅 人  

1 受託者・徴収事務 

受託者 徴収事務 

奈良市杉ヶ町 23番地 

公益財団法人 奈良市生涯学習財団 

理事長 西谷 忠雄 

公民館施設使用料 

2 委託の期間 

 令和 5年4月1日から令和6年 3月31日まで 

（令和 5年4月3日掲示済） 

 

選 挙 管 理 委 員 会 

奈良市選挙管理委員会告示第 22号 

令和 5年4月9日執行の奈良県知事選挙及び奈良県議会議員選挙における投票管理者の職務を代理すべき者を次

のように変更しました。 

令和 5年4月3日 

                       奈良市選挙管理委員会    

                        委員長 植 田   茂  

1 解任する者 

 第26投票区投票管理者の職務を代理すべき者 省略 

2 選任する者 
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 第26投票区投票管理者の職務を代理すべき者 省略 

（令和 5年4月3日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 23号 

令和 5年4月9日執行の奈良県知事選挙及び奈良県議会議員選挙における投票管理者を次のように変更しました。 

令和 5年4月4日 

                       奈良市選挙管理委員会    

                        委員長 植 田   茂  

1 解任する者 

第93投票区投票管理者 省略 

2 選任する者 

 第93投票区投票管理者 省略 

（令和 5年4月4日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 24号 

令和 5年4月9日執行の奈良県知事選挙及び奈良県議会議員選挙における投票管理者及び投票管理者の職務を代

理すべき者を次のように変更しました。 

令和 5年4月6日 

                       奈良市選挙管理委員会    

                        委員長 植 田   茂  

1 解任する者 

第23投票区投票管理者 省略 

 第23投票区投票管理者の職務を代理すべき者 省略 

2 選任する者 

 第23投票区投票管理者 省略 

 第23投票区投票管理者の職務を代理すべき者 省略 

（令和 5年4月6日掲示済） 

 

農 業 委 員 会 

奈良市農業委員会告示第 5号 

奈良市農業委員会令和 5年4月農業委員会総会の会議を次のとおり招集しますので、奈良市農業委員会総会会議規

則(昭和32年奈良市農業委員会告示第 3号)第2条第1項の規定により告示します。 

令和 5年4月7日 

奈良市農業委員会長 巽   一 孝  

1 日時 

令和 5年4月14日（金） 午後 1時30分 

2 場所 

奈良市二条大路南一丁目 1番1号  

奈良市役所中央棟地下1階 地下会議室 

3 審議案件  

・法令等に基づく事務関係 

（1）農地法（昭和27年法律第229号）第3条、第4条及び第 5条に関する許可申請及び届出について 

（2）農業経営基盤強化促進法（昭和 55年法律第65号）第18条第1項の規定による農用地利用集積計画について 

（3）農地法第18条第6項の規定による通知の受理について 

（4）生産緑地法（昭和49年法律第 68号）第13条の規定による生産緑地の取得のあっせんについて 

（5）生産緑地法（昭和49年法律第 68号）第13条の規定による生産緑地の取得のあっせん結果について 

（6）知事許可について 



令和 5 年 5 月 1 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 95 号 

－ 73 － 

（令和 5年4月7日掲示済） 


